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保護者のみなさまへ 

子育ては楽しいことばかりではなく、大変なこともたくさんありますよね。 

生駒市では、「こどもまんなか社会」の実現に向けて、様々な取組を進めています。こどもの

意見を聴いて、その声を大切にし、こども一人ひとりにとって最も良いことは何かを考え、大人

中心でつくってきた社会を「こどもまんなか社会」へとつくり変えていく取組です。 

保護者のみなさまは、こどものことを尊重できているでしょうか。「こどものことを尊重する」ってどうい

うことでしょうか。 

この冊子を通して、一緒に考えていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「どういう感じだったら、相談しやすいですか」

の質問で多かった回答（キーワード） 

 

※こども版パブリックコメント（令和７年・生駒市こども政策課） 

（こどもたちの声） 
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優しい・思いやり

話しやすい

親しい・親しみやすい

秘密を守る

明るい（場・人）

気軽

対面・個別

対面でない

否定しない

匿名

女性

怒られない・嫌なことを言わない

わたしたち、けっこう言いたいこと

我慢してるからね。 

忙しそうだと 

相談しづらい 

意見を否定される

と相談したくなく

なる 

相談する前に、

相談していいか

考える 

相談したことが、学校

などの人間関係に影響

すると思うとこわい 

こどもにとって

相談は不安な 

こと 

こども 

この冊子は、上記（↑）のように感じている保護者にこそ、読んでほしい冊子です。 

自分のこどものことなら、分かってる。 

こどもとはいつもよく話しているから。 

こどもの意見を尊重している。 

こどもたちは、相談をためらったり、過去の

やり取りから相談をあきらめたりするケース

があるようです。 

それでは、わたしたち大人は、こどもに対し

てどうあるべきなのでしょうか？ 

 

（件） 
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知っているようで知らない「こどもの権利」 ～こどもの声を聴き、こどもと考える～ 

「こどものことを尊重する」ためには、こどもの意見を聴いて、その声を大切にすることが重要で

すよね。ここでは、「子どもの権利条約」をもとに、「こどものことを尊重する」とはどういうことか、

考えていきたいと思います。 

子どもの権利条約では、こどもも「ひとりの人間として人権（権利）をもっている」とされています。でも、

成長の過程にあって保護や配慮が必要なこどもに対しては、権利が軽く扱われることがあります。 

特に、以下の権利について、少し掘り下げていきましょう。 

 

「さすがお兄（姉）ちゃん」「男（女）らしい」「イケメンだね」など、良

かれと思ったことでも、結果として差別（不合理な区別）につなが

る発言や、「まだこどもだし、言わなくてもいいか」など、こどもの

ことをないがしろにして発言を控えることも差別にあたることが

あります。 

「こどもに言ったことと同じことを大人に言ったとしたら、どう

だろう？」といった観点から、日常を振り返り、差別に気づくこと

は、こどものことを尊重する第一歩です。 

 

意見の尊重には、以下のポイントがあります。 

①事前説明 

こどもも大人と対等で自由な立場であることを前提に、こど

もが意見をするうえで必要な情報を伝えます。例えば、「○○し

ないと、△△になっちゃうよ！」とこどもを脅すような表現は、

差別の禁止や事前説明の観点から、不適切な例です。 

②「言う権利」「言わない権利」の保障 

まとまった意見だけでなく、「なんかイヤだ」というようなこど

もの感情表現でも、意見として受け止めます。また、「言わない・

言いたくない」ときに、発言を強要されないことも権利です。 

③フィードバックをする 

こどもの意見を聴いた後、「わかった、考えておくね」といっ

て何もしなかったり、対応した内容を報告しないと、こどもは

「どうせ言っても意味がないんだ」と感じてしまいます。 

 

「わかった。じゃあ○○しておくからね。」など、大人がいいと

思うことを、先回りしてするようなことは、「子どもの最善の利

益」ではありません。もしかしたら、こどもは、問題の解決など望

まず、そっとしておいてほしいと思っているだけかもしれません。

目の前のこどもに対して、事前説明をしたうえで、今、何をする

のが一番いいかを一緒に考えることが大切です。  

（出所）公益財団法人日本ユニセフ協会 HP （参考）認定 NPO法人 CAP センター・JAPAN「ＣＣＪブックレット子どもたちと明日をつくろ

う！⑥子どもの権利条約を日常と紐づけして使える道具にする」をもとに生駒市作成 
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むずかしい…。日々の生活と「こどもの権利」の保障 

前のページで見た「こどもの権利」の尊重を、日常生活で実践しようと思うと、どうでしょうか。 

こどもを大人と対等に考え（差別の禁止）、こどもの意見を聴き（子どもの意見の尊重）、そのこ

どもにとって、今、何が一番いいことかをこどもと一緒に考えたうえで（子どもの最善の利益）、大

人の都合や考えともすり合わせながら日常生活を送ることは、難しいですよね…。 

【きっとある、こんな場面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

こどものことを尊重したい。でも、どうしたらいいの…？ 

こどものことを尊重したいと思っても、実践するのは意外と難しいことです。 

また、例えば、いじめなど、こどもが家庭の外で受ける権利侵害について、こどもからのSOSを

受け止め、対処するのも、難しいことです。 

生駒市では、こどもの権利について知り、実践につなげるための講座をご用意していますので、 

ぜひ、ご参加ください。（各講座をタップしたら詳細ページに移動します。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

こども 

このおかず

嫌い！ 

今日は習い

ごと行きた

くない。 

宿題やらず

に遊びた

い！ 

受験勉強 

つらい…。 

別に話した

くない。 

大人だけ 

●●できる

のずるい！ 

トリプル P  

～前向き子育てプログラム～ 

【概要】子育てが楽しく前向きになる方法やアイデ

ィアを学び、身につけていく講座です。 

【対象】2～12歳のこどもがいる保護者 

ティーンエイジャーを育てる保護者向け 

トリプル P 

【概要】子育てを楽しく前向きにしていく方法やアイ

ディアを学び、身につけていく講座です。 

【対象】小学校高学年から中学生のこどもがいる保

護者 

 

どならない子育て練習法 

 

【概要】こどもにとってわかりやすいコミュニケーシ

ョンの仕方や効果的なほめ方などを学ぶ講

座です。 

【対象】2～12歳のこどもがいる保護者 

こどもが困っているときの 

話の聴き方を学ぼう 

【概要】こどもが家庭外で受ける被害（いじめなど）

について、こどもの SOS を受け止め、対処

する方法を学ぶ講座です。 

【対象】3歳児～中学3年生のこどもがいる保護者 

https://www.city.ikoma.lg.jp/0000006507.html
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000006507.html
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000037559.html
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000037559.html
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000006506.html
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000037972.html
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000037972.html
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他人ごとではないこどもへの虐待 

悩みや不安を抱えているとき、家事や仕事に疲れているとき、こどもからわがままばかり言われ

ると、誰だってイライラしてしまいます。そんな時、つい、大きな声で怒ったりしてしまうこともある

と思います。手を出しそうになったことがある方もいるかもしれません。 

 

 なぜ体罰はいけないの？  

〇すべてのこどもは、健やかに成長・発達し、その自立が図られる権利をもっています。 

〇こどもは、親から受ける体罰を、自分がいけないことをしてしまったからだと思い込みがちです。「自分

は存在価値がない」という意識が高まり、健全な発達を損なうことにもつながります。 

〇こどもが親に恐怖心等を抱くと、必要なときに悩みを相談することが難しくなります。 

〇このように、体罰等が繰り返されると、こどもの心身の成長・発達にさまざまな悪影響が生じる可能性

があります。これは科学的にも明らかになっています。（くわしくは生駒市「児童虐待防止のページ」参照） 

 

 「しつけのつもり」が「虐待」になることも  

 

『こどもの行動を力によって 

コントロールしようとすること』 

親が教えたとおりにできない、

いうことを聞かないからといっ

て、心や体に苦痛や不快感を意

図的に与えるようなことは、こどもの心身の成長に

悪影響を及ぼしかねません。 

 

『こどもをサポートして社会性を

育むこと』 

様々な場面でこどもが困らな

いように、練習や褒めることな

どを通して教え導くことで、こど

もの社会性が育まれます。 

 

 こんなことも「虐待」です  

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）奈良県「ひとりじゃないよ みんなで子育て～児童虐待ゼロの社会へ～」 

子育てをひとりで抱え込まないで 

子育てをしていれば、誰でもストレスを抱えてしまうものです。自分だけで抱え込まず、身近な

人に相談したり、周りに相談しにくい場合は、次のページの相談窓口まで、お気軽にご連絡ください。 

〇言葉で脅かす 

〇無視する 

○過度なきょうだい差別 

○パートナーへの暴力・暴

言をこどもの前で行う 

○身体や衣服を不潔なま

まにする 

○家族などからの暴力を

止めない 

○病気の看病をしない 

○わいせつな行為を強要

する 

〇わいせつな画像の被写

体にする 

https://www.city.ikoma.lg.jp/0000000989.html
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＜生駒市の主な相談窓口＞ くわしくはコチラ ▶▶▶▶▶ 子育てに関する相談窓口一覧 

市内では相談しづらい場合には、奈良県や国の相談窓口もあります！ 

■奈良県の相談窓口                              ■国の相談窓口 

 

  

＜生駒市の主な相談窓口＞ 
こんなときに相談 相談窓口 相談方法 受付時間 場所/連絡先 

担当課・ 

運営団体 

●妊娠、乳幼児期の健康、発達、子

育て等について相談したい。 

生駒市こども 

家庭センター 
電話 

9:00～16:30 

※平日（年末年始を

除く） 

0743-75-2255 
生駒市 

健康課 

●18 歳未満のこどものことや家庭

の心配ごとについて相談したい。 

●近隣の家庭の児童虐待が疑われ

る。 

0743-73-1005 
生駒市こども

家庭センター 

●妊娠中・出産後の心配ごとについ

て相談したい。 

●予期しない妊娠の相談。 

●流産・死産・その他の理由で赤ち

ゃんを亡くされた方の相談。 

生駒市健康課・ 

マタニティ 

コンシェルジュ 

対面 

9:00～16:30 

※平日（年末年始を

除く） 

東新町 1－3セラビーいこま 

2階健康課内／ 

0743-75-1175 

※対面の場合、事前にご連絡 

いただければ、よりスムーズに 

対応させていただきます。 
生駒市 

健康課 

電話 

オンライン

面談 

13:00～15:00 

※平日（年末年始を

除く） 

※1回 30分以内 

※1日 1回まで 

こちらより、申し込み方法の【申

し込みフォーム】に必要事項を入

力のうえ、希望日時を送信 

●こどもの生活習慣、学校生活、家

族関係、自身の悩みなどについて相

談したい。 

生駒市 

教育相談室 

対面 
9:00～17:00 

※平日（年末年始を

除く） 

北新町１２−３２／ 

0743-74-5571（予約） 生駒市 

教育指導課 電話 0743-74-5571 

メール ― sodan@ed.city.ikoma.nara.jp 

●不登校やニート、ひきこもりなど

様々な困難を抱えるこどもについ

て相談したい。 

生駒市子ども・ 

若者総合相談 

窓口ユースネット 

いこま 

対面 
火・木～日曜日 

9:00～17:00 

※祝日・年末年始を

除く 

北新町 12-32  

教育支援施設 2階／ 

0743-74-7100（予約） 
生駒市 

生涯学習課 
オンライン

面談 
0743-74-7100（予約） 

●悩みごとをどこに相談していい

か分からない。 

●適切な支援機関を教えてほしい。 

いこまる相談会 メタバース 
毎月第 3火曜日 

13:30～16:00 
こちらからログイン（予約不要） 

生駒市 

地域共生社会

推進課 

●誰でも無料・匿名でチャット相談 

あなたのいばしょ 

（生駒市と連携し

ている団体です） 

チャット ２４時間３６５日 https://talkme.jp/ 
NPO法人あ

なたの居場所 

 

こどもの学校生活や家

庭生活に関する相談 

（奈良県立教育研究所） 

妊娠・出産、不妊、性と

健康に関する相談 

（奈良県性と健康の相

談センター） 

ひとり親家庭でのお悩

みや不安に関する相談 

（奈良県スマイルセンタ

ー） 

どんな人のどんな悩み

も（よりそいホットライ

ン：社会的包摂サポー

トセンター） 

 

子育てや親子関係に関

する相談（親子のため

の相談 LINE） 

 

https://www.city.ikoma.lg.jp/0000037961.html
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000035292.html
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000035292.html
tel:0743-75-2255
tel:0743-73-1005
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000007540.html
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000007540.html
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000007540.html
tel:0743-75-1175
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000023223.html
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000022450.html
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000022450.html
tel:0743-74-5571
tel:0743-74-5571
mailto:sodan@ed.city.ikoma.nara.jp
https://youthnetikoma.com/
https://youthnetikoma.com/
https://youthnetikoma.com/
https://youthnetikoma.com/
tel:0743-74-7100
tel:0743-74-7100
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000032570.html
https://app.ovice.com/ws/ikoma-cc-w3d4/login
https://talkme.jp/
https://talkme.jp/
https://talkme.jp/
https://talkme.jp/
https://www.e-net.nara.jp/kenkyo/index.cfm/15,3023,86,html
https://www.e-net.nara.jp/kenkyo/index.cfm/15,3023,86,html
https://www.e-net.nara.jp/kenkyo/index.cfm/15,3023,86,html
https://www.pref.nara.jp/66254.htm
https://www.pref.nara.jp/66254.htm
https://www.pref.nara.jp/66254.htm
https://www.pref.nara.jp/66254.htm
https://www.pref.nara.jp/62561.htm
https://www.pref.nara.jp/62561.htm
https://www.pref.nara.jp/62561.htm
https://www.pref.nara.jp/62561.htm
https://www.since2011.net/yorisoi/
https://www.since2011.net/yorisoi/
https://www.since2011.net/yorisoi/
https://www.since2011.net/yorisoi/
https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai/oyako-line/
https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai/oyako-line/
https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai/oyako-line/
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○「地域の大人とやってみたいことがあれば教えて

ください」の質問で多かった回答（キーワード） 

 

 

（こどもたちの声） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域のこどもの居場所を活用してください！   

くわしくはコチラ ▶▶▶▶▶ こどもの居場所 
生駒市には、子育てを支援してくれる、さまざまな地域の力があります。 

 

 

 

 

   

 

              

 

 

 

0 50 100 150

餅つき

あいさつ

活動

交流

イベント

お祭り

スポーツ・運動

家や学校の外で、いろいろしたい！ 

他校の人とも

交流したい。 

地域の人に、昔遊び

を教えてもらったの

が楽しかった。 

地域の人に、挨拶

をしてもらえると

うれしい。 

地域のお祭り

の手伝いをし

てみたい。 

ひとりで静かに

過ごしたい。 

生駒市にある、こどもの居場所 

こどもは、地域の人から挨拶されるとうれしいと感じたり、地域の大人や他校のこどもとも交流したい

と思っていることがわかりました。また、家や学校の外で、ひとりで静かに過ごしたいという意見もありま

した。保護者のみなさまにとっても、子育てを家庭だけで抱え込むのではなく、子育てを地域に開くこと

で、少し肩の荷がおりるのではないでしょうか。 

       

生駒市にあるこどもの居場所の例 

学校や年齢の垣根を越えてごちゃまぜで過

ごすことができるスペースです。おとなも楽

しく飲食することでこどもに寄付ができま

す。詳しくはホームページをご覧ください。 

まほうのだがしや 

チロル堂 

「しおのめハウス」や「生駒市人権文化セン

ター(小平尾南（憩いの場）たわわ食堂)」で

開かれているこども(地域）食堂です。詳し

くは、ホームページをご覧ください。 

たわわ食堂 

登下校中のこどもが休憩したり、低価格でか

ら揚げやカレーを購入できるお店です。金曜

日は宿題の見守りもしています。営業時間な

どの詳細はインスタグラムをご覧ください。 

（件） 

UMAMI唐揚げ 

ROOSTER 

https://www.city.ikoma.lg.jp/0000037984.html
https://www.tyroldo.com/
https://nikogusa510.com/tawawa/
https://www.instagram.com/rooster.karaage/
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生駒市こども計画の基本理念 

生駒市こども計画では、以下を基本理念として、様々な取組を進めていきます。 

保護者のみなさまにおかれましても、ご協力賜れれば幸いです。 

キーメッセージ 

 

 

 

 

 

 

（こども）             （オトナ） 
 

我々オトナは、こどもの権利を認め、こどもの意見を尊重し、一人の人間としてこどものありのままを受け

止めることができているでしょうか？こどもに対して、オトナが考える幸せの価値観を押し付けたり、育てて

あげている、教えてあげていると思ったりしていないでしょうか？ 

こどもは、生まれながらに一人ひとりが独立した人格を持つかけがえのない存在です。こどもは、ありのま

まの自分を一人の人間として受け入れられ、自分の権利が認められ、ここにいていいと思える「自己存在感」

を感受することで、周りの大人への愛着が形成されます。こどもはそれを基盤として、ありのままの気持ちや

願いを安心して表現でき、外の世界への挑戦を重ね、自らの意思で自分の人生を選択していけるようになり

ます。自己存在感と自己決定は、こどものウェルビーイング※を高めるうえで大きな要素です。 

もともとこどもには「自ら育つ力」があります。我々大人は、こどものウェルビーイングを考えるとき、こど

もがもつ「自ら育つ力」を信じ、自ら発達、成長できるよう手助けし、こどもがこの力を発揮できる環境を整

えることが大切です。そのために、身近な大人だけでなく地域の大人の多様な価値観にも触れる中で、こど

もの自己決定を尊重し、成長していくこどもを安心して見守ることができるよう、大人が意識を変え、大人同

士で学び、悩み、育ち合い、こどもとの信

頼関係を築きながら、大人みんなで地域

のこどもたちのウェルビーイングを大切

にする文化を醸成していきたいと考えま

す。 

本計画では、こうした想いを踏まえ、

「こどもが地域の信頼関係の中で育ち、

願いや希望を安心して表現しながら、人

生を選択できるまち」を目指します。子

育てを社会に開き、家庭の中だけで完結

させなくてよいまち、地域でこどもが育

つまちづくりを進めていきます。 

こどもは大丈夫。オトナは大丈夫？ 

 Mission  

こどものウェルビーイングを高める 

 Vision  

こどもが地域の信頼関係の中で育ち、 

願いや希望を安心して表現しながら、人生を選択できるまち 

 Value  

大人の意識変容・地域で育つ・こどもの自己決定 

基本理念 

将来のために●●させな

いと…。 

まだこどもだし、私が助

けてあげないと…。 

ひとりでしたいから、 

信じて見守って。 

やるって決めたから、 

失敗しても大丈夫！ 

※ウェルビーイング： 

身体的・精神的・社会的に良い状態にあるという包括的な幸福として、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義など、将来にわたる持続的な幸福を含むものをいいます。 

編集 生駒市こども政策課   （電話）0743-73-5582 


